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４ 

 

 

④電子申請システムを利用するためのアカウントを取得する。 

電子申請システムでは専用のアカウント（Graffer アカウント）を取得する必要があります。 

   詳細な手順については、「（２）電子申請システム利用アカウントの取得について」にて説明しま 

す。 

なお、他の電子申請で Graffer アカウントを取得したことがある場合は、そのアカウントを利用して 

申請することができますので新たに取得する必要はありません。 

 

（２）電子申請システム利用アカウントの取得について 

 

 電子申請システムにて使用する専用のアカウント（Graffer アカウント）を取得する方法を説明しま

す。 

 なお、アカウントを取得するにはメールアドレスの登録が必要となります。登録するメールアドレスを

事前に確認しておいてください。 

また、登録時に電子申請システムよりメールが送付されます。「@mail.graffer.jp」が受信拒否とならない

よう設定の確認をお願いします。 

  

 ①電子申請システムへアクセスする 

   

  大分県用度管財課ホームページから電子申請システムにアクセスします。 

 

         https://www.pref.oita.jp/soshiki/20100/shikaku2024.html 

 

  表示されたページの「７．申請方法（電子申請システム）」部分の「競争入札参加資格申請（物品・ 

役務等）【新規・更新】」をクリック 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

クリック 

https://www.pref.oita.jp/soshiki/20100/shikaku2024.html
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②新規アカウント登録画面を開く 

 

  (a) 「新規登録またはログインして申請」ボタンをクリックします。 

 

            
 

 

 

  (b) 「大分県 ログイン」画面が表示されたら「新規アカウント登録」ボタンをクリックします。 

 

            
 

 

 

 

 

クリック 

（重要）こちらは選択しないでください 

クリック 



大分県市町村物品等競争入札参加資格審査申請の手引き３（電子申請方法説明編） 

 

６ 

 

 

  (c) 「大分県新規アカウント登録」画面が表示されます。 

 

         
 

 

 

③アカウントの仮登録処理を行う 

 

  (a) 画面半分より下の「情報を入力して登録」部分に必要事項を入力する。 
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  「姓」と「名」について 

・ログイン後の画面のログイン者の名前として表示されます。 

他の場面で使用・表示されることはありません。 

・ログイン後の画面には姓と名を結合したものが表示されます。 

・個人で取得する場合は姓と名の欄に該当する内容を入力してください。 

・事業者として登録する場合は、事業所名を適当な所で２つに分割し姓と名に入力してください。 

 

  メールアドレスについて 

・電子申請システムは、申請を受け付けた時や申請の処理が完了した時にお知らせのメールを送 

付します。その際の送付先はここで登録したメールアドレスとなります。 

・個人のメールアドレスで登録可能ですが、当該職員の退職などでメールが使用できなくなった場 

合、過去の申請情報の確認ができなくなります。可能であれば社用メールアドレスでの登録を 

ご検討ください。    

 

（入力例１）個人名で登録 
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（入力例２）事業者名等で登録 

      （例では「用度管財課」を姓と名に分割して入力 

          
 

 

  (b) 入力が終了したら「Graffer アカウントに登録」ボタンをクリック。 

 

         
 

 

  (c) 内容に問題なければ「アカウントの仮登録完了」画面が表示されます。。 

            

クリック 
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※入力したメールアドレスが既に使用されている場合は下記エラーが表示されます。 

別のメールアドレスで登録してください。 

 

             
 

 

 

④アカウントの本登録処理を行う 

 

  (a) 仮登録が完了したら、登録したメールアドレスあてに「【Graffer アカウント】仮登録完了のお知 

らせ」が届きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  (b) メールに記載された URL からホームページを開く。 

 

           

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

https://accounts.graffer.jp/activation/***********************

ＵＲＬをクリック又はブラウザのアドレスバーに入力 

https://accounts.graffer.jp/activation/**************************************

https://accounts.graffer.jp/activation/***********************
https://accounts.graffer.jp/activation/**************************************
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  (c) 「アカウントの本登録完了」の画面が表示されれば本登録完了です。 

 

           
 

本登録が完了するとお知らせメールが電子申請システムより送付されます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        以上でアカウント登録処理は終了です。 

 

 

 

  


